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自己都合離職の失業給付はどうあるべきか？ 
～「構造的賃上げ」の現状と課題②～ 

第一生命経済研究所 経済調査部 

主任エコノミスト 星野 卓也（℡：050-5474-7497） 

（要旨） 

〇新しい資本主義実現会議の労働市場改革案には雇用保険の失業給付の見直しが記載。会社都合・

自己都合の給付差を縮小し、労働者の主体的な転職を促す方向性が示されている。 

 

〇現行の雇用保険制度では、①給付制限期間の有無、②給付日数上限で会社都合/自己都合で給付に

差異があるほか、③雇用保険加入期間が長いほど給付が充実する点で転職者に不利な面がある、

といった特徴がみられる。 

 

〇政府はこの給付制限期間について会社都合・自己都合の差をなくす方向で検討に入ったと報じら

れている。ただ、自己都合退職の場合の給付制限期間は保険原理の観点や、短期間で転職を繰り

返して受給を得るといったモラルハザード行為を抑止する観点で設けられている。海外では自己

都合退職の場合に給付がない、給付制限期間を設ける、といった制度が主である。 

 

〇転職者数と失業給付の受給者数は乖離が広がっており、失業給付を受け取らずに転職するケース

が増えていることを示唆している。近年は民間転職サービス、SNSやリモートワーク環境の充実な

どによって、在職中の転職活動はより一般的になっていると考えられ、失業給付と転職の関係は

希薄化している可能性がある。 

 

〇自己都合退職の失業給付受給要件緩和に当たっては、こうした点も踏まえたコスト/ベネフィット

の比較衡量が求められる。既存制度には失業中にハローワークの指定した公共職業訓練を受ける

ことで、自己都合退職の給付制限期間が免除される仕組みがある。この免除となる訓練を公共職

業訓練外にも広げることを一案として挙げたい。モラルハザードを抑えつつキャリアアップにつ

ながる労働移動をより促す効果が期待できる。 

 

〇労働移動活発化の観点で自己都合離職の失業給付見直しに言及 

 新しい資本主義実現会議で示された「三位一体労働改革の論点案」（資料１）では、成長分野への

労働移動の円滑化のための方策として、雇用保険の失業給付制度の見直しが掲げられている。論点案

では「自己都合で離職する場合は、求職申込み後２か月ないし３か月は失業給付を受給できないと、

会社都合で離職する場合と異なる要件となっている。会社都合の場合の要件を踏まえ、自己都合離職

者の場合の要件を緩和する方向で具体的設計を行う」と記載された。 

 政府の掲げる労働市場改革は、労働者が成長分野へ労働移動を積極的に行うことによって、賃金上

昇が生じる姿を企図している。労働者側都合での転職でも失業給付を得やすくすることで、賃金の上

がる転職をより促すことを目指した形である。 
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資料１．「三位一体労働改革の論点案」の概要 

 

（出所）首相官邸資料より第一生命経済研究所が作成。 

 

〇現行の雇用保険の仕組み 

 まず、現行の雇用保険の失業給付制度について大まかに整理していく。雇用保険において、退職の

種類は大きく４種類に分類される。退職の種類に応じて給付制限期間（求職の申し込みから実際に基

本手当の支給が開始されるまでの期間）と給付日数の上限が定められている。資料２の通り、倒産や

会社都合の解雇などの①会社都合退職の場合（特定受給資格者）や疾病・障害などの②正当な理由の

ある自己都合退職の場合（特定理由離職者）には、求職申込みから 7日の待期期間を経た後に給付が

開始され、給付制限期間はない。一方で、③正当な理由に該当しない自己都合退職（自らの意志での

転職を含む）や④従業員側の責任による懲戒解雇などの場合には２か月・３か月の給付制限期間があ

り、基本手当が受給できるのはこの給付制限が終わった後になる。 

 また、離職理由が①②の場合と③④の場合とでは、基本手当の給付日数上限が異なっている。資料

３では雇用保険加入期間・年齢・離職理由別の給付日数上限をまとめた。①②の理由の退職の場合に

は、③④の場合よりも給付の上限も大きくなる仕組みとなっている。 

 

資料２．雇用保険：基本手当の待期期間と給付制限期間 

 

 

 

 

（※1）「正当な理由」の例：有期雇用の未更新、疾病、傷害や妊娠出産育児、希望退職の募集など。 

（※2）5 年間のうち 2 度までの「正当な理由のない自己都合離職」については 2 か月。それ以外は 3 か月。給付制限期

間は 1984 年の改正で安易な離職を防ぐ観点から 1 か月→3か月に延長された。最近 2020年には労働移動を促す観点で 3

か月→2 か月に短縮が行われている。 

（出所）厚生労働省などから第一生命経済研究所が作成。 
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資料３．雇用保険：基本手当の給付日数上限 

※資料２における「①②の理由による離職の際の給付日数/③④の理由による離職の際の給付日数」で記載。 

（出所）厚生労働省などから第一生命経済研究所が作成。 

 

 このように、離職理由ごとの給付面での違いは、(i)給付制限期間の違い、(ii)給付日数上限の違い

となる。また、雇用保険の加入期間が長いほど給付日数上限が大きくなる仕組みとなっており、（iii）

数年で失業給付を受け取りながら転職を繰り返すような場合には、都度の離職時には少ない給付しか

受けられない1形となっている点も転職をする人に不利（長期勤続者に有利）と言えそうである。政府

の改革論点案はこの会社都合と自己都合の給付の差異を小さくすることで、労働移動を促すことを志

向している。 

 

〇自己都合/会社都合ギャップをなくすと副作用も？ 

 報道によれば、自らの意志での転職など正当な理由のない自己都合離職（資料２の③）について、

給付制限期間を会社都合離職と同等にする（待期の 7日のみ）方向で、政府が検討に入ったと報じら

れている。これは、実現すれば相当に踏み込んだ内容となる。自己都合離職の給付制限期間が設けら

れている背景には、①雇用保険が不慮の保険事故（失業）に対する保険という性質を持つこと、②制

度を悪用して短期雇用を繰り返して受給を得ようとするモラルハザード行為に歯止めをかけること、

という２つの意味合いがある。主要国の失業保険制度をみてみても、自分の意志による転職はいずれ

の国でも正当な理由（給与不払いなど）のない離職に分類され、給付がない、もしくは給付制限期間

など一定の制限がかかるといった制度となっている（資料４）。 

 

資料４．自らの意思での転職（正当理由のない自発的離職）の際の失業給付 

（出所）各国政府 HP などから第一生命経済研究所が作成。 

 

 
1 失業給付を受け取らずに転職するなど、要件を満たした場合には前職の雇用保険加入期間も加算される。 
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〇失業給付と転職の関係が希薄化している可能性 

また、自己都合退職の失業給付充実が前向きな転職を大きく拡大するかどうかは微妙なところもあ

る。資料５では総務省労働力調査における転職者数（就業者のうち前職のあるもので、過去１年間に

離職を経験した人数）と厚生労働省の公表する基本手当の初回受給者数、その２つの数字の比、の推

移をみている。２数の比は景気悪化時に上昇する（転職機会が減り、失業給付受給者が増える）とい

った傾向のほか、長い目線では低下傾向にあることがうかがえる。 

 これは、雇用保険を利用せずに転職するケースが増え、失業給付と転職の関係が希薄化しているこ

とを示唆する。特に近年では民間の転職サービス、SNSやリモートワーク環境の充実などによって、在

職しながらの転職活動はより一般的になっていると考えられる。結果的に失業を経ない形での転職は

過去に比べて容易になっており、基本手当受給者数と転職者数の値の乖離は広がってきているとみら

れる。これは自己都合退職の失業給付を充実させても、前向きな転職の拡大にはつながりにくくなっ

ていると考えられる要素である。 

 

資料５．転職者数と雇用保険基本手当の初回受給者数 

 
（出所）総務省「労働力調査」（2002 年度以降は詳細集計：年度平均値、それ以前は特別調査：t+1 年 2 月の値を t年

度の値とした）、厚生労働省「雇用保険事業年報」より第一生命経済研究所が作成。 

 

〇コストベネフィットの比較も必要に：給付制限免除となる教育訓練の拡大も一案 

筆者は労働者側主体の前向きな労働移動を促そうとする政策の方向性には賛成であり、それに向け

た制度改革も積極的に進めていくべきだと考えている。自己都合退職の扱い見直しもその方向性に沿

ったものだ。しかし、上に挙げたモラルハザード行為が増える副作用が生じる可能性は高いだろう。

失業給付と転職の関係が希薄になっている可能性がある点も踏まえると、実際に自己都合退職の失業

給付を充実するにあたっては、コスト/ベネフィットの比較衡量も求められる。 

コスト/ベネフィットを高める観点で海外事例を参考にすると、フランスでは原則失業給付を支給し

ない自己都合退職の場合でも、スキルアップの研修を必要とする転職計画や起業の計画を立て、それ
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が当局に評価されれば失業給付の対象とする仕組みが 2019年に設けられた。実は、日本にも失業中に

ハローワークの指定する公共職業訓練を受けることで、自己都合離職の給付制限期間が免除される仕

組みが既にある。ただ、この公共職業訓練は失業者を対象としており費用が無料となっている一方で、

近年充実が図られている定率補助型の教育訓練給付に比べても、対象となる講座の充実度合いが低い

といった特徴がみられる。一案として、失業中における公共職業訓練以外の訓練受講やそれに基づい

た転職・起業計画の提出した場合にも給付制限期間を免除する、といった方向性を挙げたい。すべて

の自己都合退職を対象としない形とすることで、モラルハザード行為を抑えると同時に、キャリアア

ップの伴う労働移動を促す効果も期待できる。 

 

以上 


